
初回期日　令和４年９月９日　午前１１時００分

令和４年（ネ）第１ ９３号　損害賠償請求控訴事件

控訴人　高野邦夫

被控訴人　　国

広島高等裁判所第２部　御中

答　　弁　　書

令和４年８月２４日

　　　　　　　　　　　　被控訴人指定代理人

〒７３０－８５３６　広島市中区上八丁堀６番３０号

　　　　　　　　　　　広島法務局訟務部（送達場所）

　　　　　　　　　　　　（電　話　０８２－２２８－５４８５）

　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ　０８２－５０２－３６６０）
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控訴の趣旨に対する答弁

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

３　仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

　（1）担保を条件とする仮執行免脱宣言、

　（2）その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後１４目経過した時とす

　　ること

　を求める。

第２　被控訴人の主張

　　　被控訴人の事実上及び法律上の主張は、原審における披控訴人主張のとおり

　　である。令和４年６月２日付け控訴趣意書における控訴人の主張は、実質的に

　　は原審における主張の繰り返しにすぎず、控訴人の主張を全て排斥して控訴人

　　の請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がない｡。

　　　したがって、本件控訴は速やかに棄却されるべきである。
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